１号様式（第７条関係）
[bookmark: _Hlk129081317]みやこ杣木普及促進事業交付申請書
	（あて先）京都市域産材供給協会
	令和　　年　　月　　日

	申請者の住所
〒

	申請者の氏名（署名または記名）

電話番号　　　　　－　　　　　　－

	書類郵送先　　☐申請者　　☐代理人
〒
	



	みやこ杣木普及促進事業実施要領第７条の規定により、申請します。

	住宅・店舗等の別
	□住宅等
□店舗等（屋号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□開業中　□新規開業（開業予定日　令和　　年　　月頃）

	利用の区分
	みやこ杣木購入補助（□新築　□増改築）
□みやこ杣木製品購入補助

	建物について
	業種・用途
	

	
	所在地
	

	
	構造
	　　　　　階建て（　　　　　　造）

	みやこ杣木について
	利用予定額
	　　　　　　　　　　　　　円（税抜）

	
	施工予定工期
	令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

	
	施工業者名
	
□自主施工
	担当者　　　　　　　　　　　
連絡先　　　－　　　－　　　

	
	納入予定業者名
	〈みやこ杣木購入補助〉
　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	〈みやこ杣木製品購入補助〉


	

添付書類


	□　（工務店等による代理申請の場合）委任状（２号様式）
□　みやこ杣木利用明細書（建築物で利用するみやこ杣木のみ）（３号様式）
□　（みやこ杣木製品の申請を行う場合）みやこ杣木製品に関する資料（任意様式）
□　見積書の写し
□　建築物の位置図（任意様式）
□　建築物の図面（平面図、立面図）（任意様式）
□　みやこ杣木の利用前の写真（４号様式）
□　みやこ杣木の利用に関するＰＲ計画書（５号様式）
□　計算書（１号様式別紙）及びひろがる京の木整備事業補助金の事業申込書等（同補助金の交付を受ける見込みがある場合）


書類審査には５～１０営業日かかりますので、申請書類一式は余裕を持ってご準備ください。

２号様式（第７条関係）

委任状


[image: ]代理人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先　（電話番号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（メール）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私は上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。

委任内容
· 令和８年度みやこ杣木普及促進事業への申請に関する業務
· 上記事業に係るみやこ杣木及びみやこ杣木製品の代理支払及び補助金の代理受取

委任する建物の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都市域産材供給協会会長　様　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

本人（委任者）
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[image: ]氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


[bookmark: _Hlk194067172]
３号様式（第７条関係）

みやこ杣木利用明細書（建築物で利用するみやこ杣木のみ）

· 図面及び見積書の写しに部材の利用箇所番号を記入ください　　　　
	部　材　名
	樹種
	寸　　法（単位：ｍｍ）
	数量
	利用箇所番号

	例）床板
	杉
	4000×30×180
	40枚
	①、②

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



※　上記に収まらない場合は、適宜欄を追加してください。

４号様式（第７条関係）

利用前写真
	　みやこ杣木の利用前（利用予定箇所）の写真を貼付してください。１枚に収まらない場合は、同様形式で追加してください。

		利用前　写真貼付欄
※新築の場合は不要
※１つのマスに１枚の写真を張り付けてください






※　出来るだけ鮮明な写真を貼付してください。


























５号様式（第７条関係）

みやこ杣木の利用に関するＰＲ計画書

	ＰＲ場所、手法
	ＰＲ時期
（予定）
	具体的なＰＲ内容

	（例）自社SNS ※1
	建築物竣工時
	・みやこ杣木製品の写真とともに、みやこ杣木を利用していることの発信を行う。

	（例）イベントでの発信
	10月頃
	・補助金を受けた施設で実施する一般利用者向けのイベントで、みやこ杣木を利用している旨の掲示を行う。

	（例）「京都のステキな木の空間」に応募
	建築物竣工時

	・「京都のステキな木の空間」に応募し、木を使った空間の魅力を発信する。

	（例）のぼり旗の掲示※2
	工事中
	・建築物の工事中にのぼり旗の掲示を行う。

	
	
	

	
	
	


※１ SNS等での発信の際にはハッシュタグ　#みやこ杣木　をつけて投稿してください。
※２ のぼり旗、啓発幕は協会から貸し出し可能



令和８度　みやこ杣木（そまぎ）普及促進事業
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